
茅ヶ崎市くらし応援商品券
取扱店舗 登録説明会



事業概要
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対象者 約247,000人（住民基本台帳に登録のある全市民）

発送先 約116,000世帯

基準日 令和8年1月1日

券種 紙商品券

商品券の額

6,000円/人（1,000円券×６枚）

【内訳】

大企業・中小企業で利用可能な共通券3枚（3,000円分）

中小企業店舗のみで利用可能な専用券3枚（3,000円分）

商品券使用期間 令和８年３月23日（月）から７月31日（金）まで

商品券換金期間 令和８年４月１日（水）から９月30日（水）まで

商品券発送期間

令和８年３月16日（月）、19日（木）、25日（水）、30日（月）

  　計4回予定

ゆうパックにて発送（転送可能）※世帯ごとに世帯主様宛にまとめて送付

商品券利用店舗 約1,200店舗を想定

商品券の

使用対象に

ならないもの

・出資や債務の支払い（税金・振込手数料、電気・ガス・水道料金など）

・現金との換金、金融機関への預け入れ

・換金性の高いもの（貴金属、有価証券、商品券、切手、印紙等）

・事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入

・不動産（土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等）に係る支払い

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和23年法律第122号）第２条に規定する性風俗関連特殊営業に

　要する支払い

・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

・取扱店舗が指定するもの

・その他、市長が本事業の趣旨にそぐわないと指定するもの
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取扱店舗登録できる事業者

・茅ヶ崎市内の店舗

・専用サイトからの申込
・紙申請（茅ヶ崎市産業観光課、郵送・FAX受付）
※申込の際に振込口座と名義が分かる通帳等の写しが必要になります。

取扱店舗申請方法

【専用申込サイト】

申込後の流れ

①申込内容に基づき、事務局で審査します。
②審査後、取扱店舗として登録します。
③一時募集で申込いただいた店舗には、令和8年3月16日（月）にスターターキットを発送します。
※一時募集以降に申込いただいた店舗には準備でき次第、随時発送します。

取扱店舗申請方法

対象外となる事業者

・特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第2号に
規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を行う者

・暴力団による不当な行為の防止などに関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に掲げる
暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者

・市長が適当でないと認める者又は店舗



換金までの流れ
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換金までの流れ

・商品券使用期間 令和８年３月23日（月）から７月31日（金）まで
・商品券換金期間 令和８年４月１日（水）から９月30日（水）まで

取扱店舗 茅ヶ崎市 事務局・茅ヶ崎市

取 扱 店 舗 申 込
※ 基 本 情 報
( 住 所 ・ 口 座 等 ) 入 力

利 用 分 確 認
振 込 ( 月 ２ 回 実 施 )

ス タ ー タ ー キ ッ ト 送 付

【 専 用 サ イ ト 】
取 扱 店 舗 申 込 受 付 ・ 審 査

ポ ス タ ー ・ ス テ ッ カ ー
店 舗 掲 示

商 品 券 使 用 開 始

使 用 済 み 商 品 券 送 付

振 込 確 認

3月16日より発送開始
※3月4日までの申込者に限り
※その後は随時発送

9月30日まで換金可能
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【専用申込サイト】
取扱店舗登録方法



取扱店舗登録方法

5

❶・・・「ログイン」をクリック
❷・・・「新規利用登録」をクリック

❶

❷
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❸・・・「申込者様の個人情報の取扱いについて」を確認後「承認する」をクリック

取扱店舗登録方法

❸
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❹・・・必要事項を入力の上「確認画面へ」をクリック

❹

取扱店舗登録方法
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❺・・・登録内容を確認後を確認後「設定」をクリック

❺

取扱店舗登録方法
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❻・・・必要事項を入力の上「確認画面へ」をクリック

❻

取扱店舗登録方法



スターターキットについて
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②ポスター ③ステッカー

⑤換金用伝票（複写式）④換金請求用封筒 ⑥返送用伝票（ゆうパック/着払い） ⑦取扱店舗マニュアル

【大企業】【中小企業】 【大企業】

【中小企業】

送付物 数量

①発送通知 １枚

②ポスター（A4サイズ） １枚

③ステッカー １枚

④換金請求用封筒 10枚

⑤換金用伝票（複写式） 10枚

⑥返送用伝票（ゆうパック/着払い） 10枚

⑦取扱店舗用マニュアル 1部
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ホームページのご案内



HPのご案内
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URL：https://chigasaki-shohinken.jp/

茅ヶ崎市くらし応援商品券のHPを開設しました！



13

HPのご案内

取扱店舗検索

・「取扱店舗を探す」または「取扱店舗について」をクリック



換金スケジュール

14※ 送金につきましては1～２日程度前後する場合があります。

① 券種ごとに輪ゴムで束ねた使用済商品券と記入済換金用伝票（送付用）を換金請求用封筒に入れて、事務局まで送付してください。
換金用伝票は複写式となっています。
店舗控え（2枚目）は必ず手元に残してください。

② 事前にご登録いただいた金融機関に振込み送金をさせていただきます。
（振込手数料は事務局が負担します。）※振込名義：チガサキシクラシオウエンショウヒンケン
精算予定日は下表のとおりです。

※ 最終は９月30日（水）必着となりますのでご注意ください。

事務局到着日 振込（精算）予定日

～4月24日（金） 5月11日（月）

～5月8日（金） 5月25日（月）

～5月25日（月） 6月10日（水）

～6月10日（水） 6月25日（木）

～6月25日（木） 7月10日（金）

～7月10日（金） 7月24日（金）

～7月24日（金） 8月10日（月）

～8月10日（月） 8月25日（火）

～8月25日（火） 9月10日（木）

～9月10日（木） 9月25日（金）

～9月30日（水） 10月15日（木）
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